
①、②を満たす ①、②のいずれかを満たさない

無効・失格

公 告

落札候補者の決定

開 札

入 札

工事費内訳書の確認・審査
①内訳書を提出している、内訳書に記載の金額が入札額と一致している等

 ②労務費、材料費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費が全て記載されている

契 約

確認できる 確認できない
理由書の提出がない

一定水準未満(0.97)※１

一定水準
以上
（0.97)※１

算出できる※2 算出できない

労務費以上

工事費内訳書の労務費が積算の労務費以上か

合理的な理由が確認できるか

労務費未満

労務費ダンピング調査

工事費内訳書の直接工事費が一定水準以上か

調査完了（様式６）

落札決定

労務費ダンピング調査対応フロー

「工事費等内訳書の取り扱いについて」 （通知）

理由書の提出
・発注者は落札者へ理由書の提出を依頼（様式１）
・落札者は期限までに理由書を提出（様式２）
※提出期限は通知日の翌日から３開庁日目を標準とする

契約手続

通報（様式５）

改善要請・報告
・落札者へ改善要請（様式３）
・建設業課へ報告（様式４）

【第４条第２項第一号】

【第４条第２項】

【第４条第２項第二号】

【第４条第２項
第三号】

【第４条第２項第四号】

【第５条】

【第６条】

※１建築工事の場
合は、要領第４条
第２項尚書の一定
水準（建築工事）
による。

※２建築工事の場
合は、要領第４条
第２項第一号但書
による場合は算出
できるものとみな
す。

積算の労務費を正確に算出できるか
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